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第２２期第１７回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和６年４月１６日（火） 

     １３：３０～ 

場 所  福島県水産資源研究所３階大会議室 

（相馬市光陽一丁目１番 14号） 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 出席状況報告 

 

４ 議事録署名人選出 

 

５ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 特定水産資源の漁獲可能量について（諮問）（まさば及びごまさば太平洋

系群） 

議案第２号 沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問） 

議案第３号 沖合たこかご漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及び許

可の基準について（諮問） 

 

（２）報告事項 

ア 特定水産資源（くろまぐろ（小型魚））に関する令和５管理年度における漁獲可能

量の変更について（報告） 

イ 太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平洋広域漁業調整委員会の結果に

ついて 

 

６ 閉会 
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第２２期第１７回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和６年４月１６日（火） 

     １３：３０～ 

場 所  福島県水産資源研究所３階大会議室 

（相馬市光陽一丁目１番 14号） 

 

 

選任区分・役職 氏名 会場 所属及び職名 氏名 会場

漁業者（会長） 今野　智光 会場
水産課長（併）
海区事務局長

山廼邉　昭文 会場

学識経験（会長代理） 鈴木　哲二 会場 水産課主任主査 石田　敏則 会場

漁業者 今泉　浩一 会場 水産課主査 新関　晃司 会場

漁業者 狩野　一男 会場 水産事務所長 佐久間　徹 会場

漁業者 平　仁一 会場 水産事務所主査 實松　敦之 会場

漁業者 永瀬　哲浩 会場
水産海洋研究センター
所長

平田　豊彦 会場

漁業者 森田　政利 会場 水産資源研究所長 後藤　勝彌 会場

漁業者 山下　博行 会場
海区委員会事務局
次長（業務）

佐藤　太津真 会場

漁業者 吉田　康男 会場 　　　〃　副主査 酒井　理沙 会場

漁業者 渡邊　登 会場 　　　〃　主　事 伊東　亮太 会場

学識経験 川邉　みどり Web 　　　〃　主　事 渡部　もも 会場

学識経験 久保木　幸子 会場 　　　〃　主　事 金子　正子 会場

学識経験 渡邊　千夏子 会場

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等
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第２２期第１７回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

日 時  令和６年４月１６日（火） 

     １３：３０～ 

場 所  福島県水産資源研究所３階大会議室 

（相馬市光陽一丁目１番 14号） 
 

 

 今野会長

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

平 委員

今泉委員
鈴木
会長代理

狩野委員

山下委員

永瀬委員

吉田委員

Web参加

佐藤次長

酒井副主査

伊東主事

金子主事

渡部主事

スクリーン

渡邊 登
委員

水産課
山廼邉課長

水産事務所
佐久間所長

水産海洋研究センター
平田所長

海区事務局

川邉委員

久保木委員

森田委員

水産課
石田主任主査

水産課
新関主査

水産事務所
實松主査

音響

機器

出

入

口

傍 聴 席

渡邊千夏子
委員

水産資源研究所
後藤所長
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特定水産資源の漁獲可能量について（諮問） 

（まさば及びごまさば太平洋系群） 

議案第１号 
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９ 
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沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について 

（諮問） 

議案第２号 



１１ 
 

 
 

 

  



１２ 
 

 

沖合たこかご漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間 

及び許可の基準について（諮問） 

議案第３号 



１３ 
 

 



１４ 
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１７ 
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特定水産資源（くろまぐろ（小型魚））に関する令和５管理年度における 

漁獲可能量の変更について（報告） 

報告事項ア 



１９ 
 

１ 概 要 

  くろまぐろ（小型魚）の令和５管理年度における漁獲可能量について、令和６年１月

22日付け５生流第 3876号で諮問し、令和６年２月６日付け５福海第 66号で答申を受けた

知事管理区分への配分の取扱いに従い知事管理漁獲可能量を変更したことから、その数量

について報告するもの。 

 

２ 根拠法令等 

  漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 16条第５項（知事管理漁獲可能量の変更） 

 

３ 知事管理区分への配分の取扱い 

  くろまぐろ（小型魚）に関する令和５管理年度における本県の都道府県別漁獲可能量

が変更された場合は、これに係る農林水産大臣から通知された数量に基づき、その全量

を知事管理区分に配分する。 

 

４ 変更の経緯 

  特定水産資源であるくろまぐろ（小型魚）の令和５管理年度（令和５年４月１日～令

和６年３月 31日）の漁獲量が 17.1トンとなり、知事管理漁獲可能量を 4.4トン超過し

た。融通に係る協議の結果、秋田県から 4.5トンの都道府県別漁獲可能量の譲受を受け

ることとなり、漁業法第 15 条第６項の規定に基づき令和６年２月 14 日付け５水管第

3013 号で農林水産大臣から変更の通知があった。これを受け知事は、令和５年８月 25

日付け福島県告示第 515 号で告示した知事管理漁獲可能量を漁業法第 16 条第５項の規

定に基づき変更した。 

 

５ 変更の内容 

  くろまぐろ（小型魚）に関する令和５管理年度における知事管理漁獲可能量を以下の

とおり変更した。 

知事管理区分 変更後 変更前 

福島県くろまぐろ（小型魚）漁業 17.2トン 12.7トン 

 

 

（経過・今後のスケジュール） 

令和６年２月 ６日 第 22期第 16回福島海区漁業調整委員会で諮問・答申 

    ２月 14日 国から都道府県別漁獲可能量変更の通知 

    ３月 ５日 知事管理漁獲可能量の変更・公表、農林水産大臣へ報告 

    ３月 31日 令和５管理年度終了 

    ４月 16日 福島海区漁業調整委員会において報告 
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太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平洋広域漁業調整委員会の

結果について 

 
（１）太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会 

 

 

  

報告事項イ 
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（２）太平洋広域漁業調整委員会 
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